
 

 

総務課 

 

議案第３３号 

港区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について 

 

 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第２１号）の施

行による生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の一部改正に伴い、港区個人

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年港区条例第２８

号。以下「条例」といいます。）の一部を改正します。 

 

１ 法改正の背景 

  生活保護受給世帯の子どもが高等学校等卒業後に就職する際の新生活の準

備に要する費用に対する支援を行うため、「進学準備給付金」の名称が改めら

れるとともに、給付金の支給対象を追加する生活保護法の改正が行われまし

た。 

 

２ 条例改正の内容 

  条例で引用している給付金の名称を変更します。 

   進学準備給付金 

    → 進学・就職準備給付金 

 

３ 施行期日 

公布の日 

 

 

令和６年７月２２日 資料№４ 
総 務 常 任 委 員 会 

1



2

 
令和６年７月２２日 資料№４－２
総 　務 　常 　任 　委 　員　会
　　



3


